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北朝鮮による拉致問題について
考えてみましょう
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※携帯電話・スマートフォンで過去
　発行分の閲覧が可能。こちらから⇒

　１９７０年代から１９８０年代にかけ、多くの日本人が不自然な形で行方不明となりました。その事
案に対する日本の捜査や、亡命北朝鮮工作員の証言によって、北朝鮮による拉致の疑いがあるこ
とが明らかになり、日本政府は現在１７名を拉致被害者として認定しています。その後、２００２年、
日朝首脳会談において、北朝鮮は、ようやく初めて拉致を認めましたが、未だに全員の帰国が果た
されていない現状です。

1.　拉致問題は我が国の国家主権と国民の生命・安全にかかる重大な問題であり、拉致問題
　対策本部においては、新たな具体策を明示して引き続き拉致問題の解決に取り組むこと。
2.　拉致問題の風化は決して許されるものではなく、北朝鮮による人権の侵害を世界に訴え、　
　強い意志を持って今後とも同国に問題解決を迫ること。
3.　特定失踪者の問題についても、北朝鮮政府に情報の提示を強く求め、引き続き解決に向け
　て取組みを強力に推進すること。

　政府が認定している１７名の拉致被害者の他にも北朝鮮による拉致の可能性を否定できない人
は多く、その中には、高山市出身者も２名含まれています。私たちにとっても大変身近な問題であり
高山市議会において、以下の意見書が提出されています。

拉致被害者を取り戻すための
シンボル

　
　　拉致問題とその他北朝鮮による人権侵害問題について、認識を深め、引き続き、関心を持ち
早期解決を訴えましょう。

北朝鮮人権侵害問題啓発週間　【毎年12月10日～16日】

北朝鮮による拉致問題についての情報はこちら

拉致問題とは？

　拉致問題は、日本の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、国の責任において
解決すべき喫緊の重要課題です。

（平成22年6月２３日　
　　　　高山市議会提出：北朝鮮による拉致問題及び特定失踪者問題の早期解決を求める意見書より）

■政府 拉致問題対策本部　ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.rachi.go.jp/
■政府広報オンライン（北朝鮮による日本人拉致問題）
　　ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.gov-online.go.jp/useful/article/201311/3.html
■外務省HP（北朝鮮による日本人拉致問題）
　　ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.mofa.go.jp/mofaj/area/n_korea/abd/rachi.html
■救う会 全国協議会　ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.sukuukai.jp/
■特定失踪者問題調査会　ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.chosa-kai.jp/


